商務部による「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」の実施に関する通知

『国民経済と社会発展の第十一次五カ年計画』、及び『知的財産権保護行動綱要（2006－2007年）』に基づき、健全な知的財産権保護システムを作り、知的財産権の保護を強化するため、商務部は2006年より「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」を全国範囲で実施しすることを決定した。

1、 指導思想

鄧小平理論と「三つの代表」の重要思想を指導として、科学的発展観を徹底し、効率的な知的財産権保護法律執行システムを作り、権利者に対するサービス提供を改善し、法に基づいて知的財産権侵害の違法犯罪行為を厳しく取り締まり、自主革新を奨励し権利人の合法的な権益を擁護するために有力な保障を提供する

2、 主要な目標と業務内容

（1） 主要目標

　　全国50の都市に総合的な知的財産権通報センターを設置する。一つの情報ネットワークを作り、全国の各部門、各地域が一体となり、協力して知財保護に取り組み、権利者が通報しやすいルートを提供し、適時に知財侵害事件を処理する。

（2） 業務内容

1． 各地方の商務主管部門（市場経済秩序の整頓・規範指導グループ弁公室、以下：整規弁と略）は通報センター設立の担当部門である。案件受理、案件移送、監督、フィードバック、状況報告等の業務プロセスを完備し、案件に対する監督処理を強化する。

2． 各通報センターに情報プラットフォームを作り、現地の知的財産権法執行部門との情報共有、各通報センターの間の情報共有を図る。

3． 商務部（国家知的財産権保護工作グループ弁公室、以下：保知弁と略）は「中央支持サービスプラットフォーム」を作る。関係知的財産権法執行機関と50の通報センターの間の情報共有を図り、そして、50の通報センターのために技術支持を提供する。

4． 国家知的財産権保護工作グループと商務部が共同に公式ウェブサイト「中国保護知識産権サイト」（http://www.ipr.gov.cn）を開設し、中国の知的財産権の情報の提供、社会公衆に対して、情報提供、相談、オンライン通報、法律相談などのサービスを提供する。

5． 知的財産権の宣伝、普及教育、研修等の活動を強化する。

3、 保証措置

（1） 通報センター設立の基本条件

1． 知的財産権法執行の協調機構が設立されている。

2． 100～200平米の事務室が用意できる

3． 3～5名の専属のスタッフ

（2） 設立基準を統一する

50の通報センターの設立と技術基準を統一する。商務部は「通報番号」の申請、ロゴ、情報プラットフォームの設立の統一を担当する。具体的な基準は別途制定する。

（3） 業務制度を整備する

商務部（保知弁）は関連部門と共同で、案件受理、案件移送、監督、フィードバック、状況報告等の業務プロセスと業務制度を制定する。通報センターの運営、受理した案件が法律に基づき、速やかに処理されることを保証する。各地方の商務主管機関（整規弁）も地方関係部門と共同で相応の業務プロセスと業務制度を制定する。

財務部より通報センターへ資金支援するように商務部より要請する。具体的な実施方法は別途制定する。

4、 関連業務の実施

（1） 地方申請

各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の整規弁より、「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」の実施の申請の資料を5月25日まで商務部に提出する。

申請資料の内容：

1． 「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」の実施方案（添付資料①）

2． 2006年「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」の設立と運営資金予算表（添付資料②）

（2） 条件審査

　商務部は各地方が提出した実施方案を審査し、50の地域を決定、発表する。

（3） 地方通報センターの設立整備を指導する。

　商務部（国家保知弁）は支援予定リストに入る地域へ人員を派遣して、現地の通報センターの設立業務を指導するとともに、通報センターのスタッフをまとめて、政策法規、業務作業及び専門技能などの研修を受けさせる。

（4） 検査業務をまとめてする。

　2006年、商務部（国家保知弁）は各地方へ通報センターの設立整備を検査するグループを派遣し、いくつかの段階に分けて通報センターのインフラ整備及び業務運行の状況について検査して、その結果を公布しようと考えている。

　

5、 業務要求

（1） 「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」の実施の重要性及びその意義を十分に認識する。

　「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」の実施は科学発展観を貫徹し、社会主義調和のある社会を構築するための内在的な要求であり、創造型国家を建設するための重要な措置であり、対外開放を拡大するための客観的な需要であり、知的財産権保護体系を構築し、知的財産権協調メカニズムを完備し、行政ルートの法執行と刑事ルートの法執行をよくリンクさせるための重要な業務内容である。

　商務部の各地方の下部組織（整規弁）は必ずこのプロジェクトを十分に重視し、これを重要な議事日程に入れて、目標達成のために責任制度を立てて、担当者を指定して、このプロジェクトの徹底的な実施を保障する。

（二）通報センターの設立準備を確実にする。

1、 積極的に現地の政府部門の支援をし、通報センター事務所の立地や専属スタッフの人数など確保する。

2、 総合協調や関係部門との交流・協調を強化して、できるだけ、関係部門の支援と協力を求める。

3、 関係部門と共同で案件受理、案件の移譲処理、監督監視、案件の受理結審、進捗状況のまとめ等を含めた設立プロセスと制度の確立を慎重に研究して実施する。

4、 「知的財産権保護ネットワークプロジェクト実施法案」の具体的な要求に応じて詳しい実施法案を確実に提出する。そして、その状況を迅速に商務部「国家保知弁」に報告する。

　整規弁が各地に駐在する人員は通報センターの設立をできる限り早く推進し、スケジュールにしたがって、通報センターの設立を整備させる。

添付資料：

１．「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」の実施方案の制定に関する具体的要求

２．2006年「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」の設立と運営資金予算表

　　「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」実施方案の制定に関する具体的要求


　各地が提出する「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」運用方案には最低限、以下の内容を含むものとする。

1、 通報センターの設立を申請する区域の知的財産権保護活動の展開に関する基本状況

（1） 現地政府の知的財産権保護活動に対する重視の程度

（2） 現地の知的財産権保護活動の展開状況、例えば、毎年の監督/取り締る案件の状況、知的財産権保護に関するセミナー、宣伝教育活動の展開状況

（3） 現地政府通報センターの設立申請に対する基本姿勢

2、 通報センターの設立に関する基本計画

（1） 設立申請を予定している地方（各省、自治区は原則的に３つ以下の通報センターを設立すること。直轄市、計画単列市と新疆生産建設兵団はそれぞれ一つしか申請しないこと。）

（2） 通報センターのために準備した事務所の場所と専従者の状況

（3） 通報センターの位置付けに関する基本的な考え方

（4） 通報センターと、その他の関連部門での現存通報システムとの関係に関する考え方

（5） 通報情報のプラットフォームの建設と運用方式に関する基本構想、及び建設に関する技術方案

（6） 通用センターに受理された案件の迅速な移送、法律に基づいた処理を保障するための実施方案

（7） 通報センターの業務の管理と審査に関する考え方

（8） 通報センター設立の進度表

3、 現地政府と中央政府の支持政策に関する建議

4、 担当機関、責任者、連絡担当者と連絡方法

2006年「知的財産権保護ネットワークプロジェクト」の設立と運営

資金予算表
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知的財産権保護ネットワークプログラムの実施に関する通達


各省、自治区、直轄市、計画単列市、新疆生産建設兵団の整規弁：

「知的財産権保護行動要綱（2006-2007年）」を徹底的で確実に実施するために、商務部は「知的財産権保護ネットワークプログラムの実施についての通達」を配布した。各地の整規弁は行動要綱と通達に基づき、知的財産権通報センター（以下は「通報センター」）の設立を急がなければならない。ここで関連問題について具体的な内容を通知する。

一、責任部門と責任者の更なる明確化

各省、自治区、直轄市、計画単列市、新疆生産建設兵団の整規弁が同プログラムを実施する責任部門で、通報センター、通報情報プラットフォーム、「中国知的財産権保護ウェブサイト」の地方ウェブサイトの設立を担当する。各整規弁の主任は第一責任者である。他の部門との協力、調整、共同実施を必要とされる地域は、現地の整規弁は責任を明確し、調整と監督作業を行い、任務の遂行を保証するものとする。

二、統一の企画で設立業務の進行を確保

全国整規弁が50の通報センターの地域分布について統一的に企画する。各地は現地の通報センターの全体企画を行い、地域内の通報ネットワークを作る。全国企画に組み込まれた通報センターは統一の基準に基づき設立を急ぎ、２００６年末までに開業するものとする。

三、経費の作業環境の確保

各地は通報センターの設立に係る経費と担当の作業者を確保し、固定の作業場所を提供する。各地の整規弁は、通報センターの受理した案件が適時に移行、処理されるように対応の作業制度と手順を作成し、効率的な法執行調整システムを整備するものとする。

四、先行の省、市を指定し、経験を積み重ねる。

北京市、黒龍江省、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、河南省、湖北省、広東省、四川省、陝西省、甘粛省及び青島市を先行設立の地区と指定する。これらの省、市は質と運営効果を確保する前提で２００６年６月までにセンターの開業を確保しなければならない。また、その経験が他の各地に活用されるようにさまざまなテスト作業を行うものとする。

五、指導の強化

各地の整規弁は速やかに現地の人民政府、市場経済秩序整頓規範指導グループに作業の建設計画と進捗情況を報告する。また、関連部門との調整を強化し、通報センターと関連部門の通報システムとの協働を実現し、地方の通報センターの整備に対する指導を強化する。各地は通報センターの設立進捗情況を速やかに全国整規弁（国家保知弁）に報告しなければならない。業務を怠ける地域や過失のある地域について通報批評の処分を行う。

全国市場経済秩序整頓規範指導グループ

２００６年５月１４日
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全国市場経済秩序整頓規範指導グループによる通達
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